
1. はじめに

税関は、知的財産権侵害物品の水際取締りに積極的

に取り組んでおり、税関における差止実績は年々増加

しているところである。また、最近の知的財産権重視

の流れの中で、税関による水際取締り制度に関し、平

成1 5年度及び1 6年度と2年連続して関税定率法の改正

を行っている。以下においては、知的財産権侵害物品

の水際取締り制度の概要、最近の差止状況等について

紹介したい。

2. 知的財産権侵害物品の水際取締り制度の概要

（参考1参照）

（1）知的財産権侵害物品の輸入禁制品としての位置付け

我が国の税関による知的財産権侵害物品の水際取締り

は、実に1 0 0年以上の歴史がある。遡って見ると、明治

3 0年（1 8 9 7年）に制定され、明治3 2年に施行された関

税定率法において、「特許意匠商標及版権ニ関スル帝国

ノ法律ニ違反シタル物品」を、贋造貨幣等、阿片、公安

風俗を害すべき物品などとともに「輸入禁制品」とされ

ていた。

現在の制度では、特許権、実用新案権、意匠権、商標

権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権

を侵害する物品は、関税定率法第2 1条第1項の規定によ

り麻薬、覚せい剤、けん銃、偽造紙幣等と同じく輸入禁

制品とされている。なお、育成者権を侵害する物品は、

平成1 5年度改正により追加されたものである。

（2）認定手続

税関長は、輸入されようとする貨物の検査等によって、

その中に知的財産権を侵害する貨物があると思料したと

きは、当該貨物が知的財産権を侵害するか否かを認定す

るための手続（認定手続）を執ることとなる。

認定手続においては、権利者及び当該貨物の輸入者に

は、証拠の提出及び意見を述べる機会が与えられるが、

当該貨物が輸入差止申立てに係る貨物である場合には、

申請により点検の機会が与えられる。税関長は、提出さ

れた証拠等をもとに侵害の認定を行うが、その場合には

権利者及び輸入者に対し当該証拠等について意見を述べ

る機会を与える。また、侵害又は非侵害の認定をしたと

きは、その結果を理由とともに権利者及び輸入者に通知

する。

税関長が侵害物品であると認定した貨物は輸入できな

いこととなるが、輸入者が廃棄・滅却等を行うことは可

能である。このような自発的処理がなされない場合には、

税関長により没収・廃棄等が行われる。

（注）認定手続の開始の際には、権利者及び輸入者にその旨を

通知しているが、平成1 6年度改正により、その通知に併

せ、権利者に対しては輸入者及び輸出者の氏名又は名称

及び住所を、輸入者に対しては権利者の氏名又は名称及

び住所を、それぞれ通知することとした。また、輸入申

告書等税関長に提出された書類又は認定手続が執られた

貨物における表示から、当該貨物に係る生産者の氏名若

しくは名称又は住所が明らかである場合には、その氏名

若しくは名称又は住所を権利者に通知することとした。

（3）輸入差止申立て制度

特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作

隣接権又は育成者権の権利者は、自己の権利を侵害する

と認める貨物に関し、税関長に対し、その侵害の事実を

疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が輸入さ
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